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特別展示「外交史料館 50 年」について

外
務
省
で
は
、
年
に
一
～
二
回
程
度
、
外
交
史
料
館
別
館
展
示
室
に
お
い
て
、

外
務
省
周
年
事
業
や
外
交
史
上
の
重
要
事
件
・
人
物
に
ち
な
ん
だ
特
別
展
示
を
開

催
し
て
い
る
。

令
和
三
（
二
〇
二
一
）
年
は
、
昭
和
四
六
（
一
九
七
一
）
年
に
外
交
史
料
館
が

開
設
さ
れ
て
か
ら
五
〇
周
年
の
節
目
の
年
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、
外
交
史
料
館
開

館
以
前
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
外
務
省
の
公
文
書
管
理
や
公
開
に
関
す
る
歴
史

と
制
度
、
外
交
史
料
館
の
歩
み
と
活
動
に
つ
い
て
、
所
蔵
史
料
を
通
し
て
紹
介
す

る
特
別
展
示
を
開
催
し
た
（
開
催
期
間
：
令
和
三
年
四
月
一
五
日
～
令
和
三
年
七

月
九
日
。
こ
の
う
ち
、
四
月
二
六
日
～
六
月
二
五
日
の
期
間
は
、
緊
急
事
態
宣
言

発
令
に
伴
い
臨
時
休
館
）。

展
示
構
成
は
、
五
部
構

成
と
し
、
第
一
部
は
開
館

前
史
、
第
二
部
は
外
交
史

料
館
の
開
館
と
公
開
史
料

の
充
実
、
第
三
部
は
別
館

展
示
室
の
開
館
と
吉
田
茂

元
総
理
関
係
資
料
の
寄
贈

特
集
・
外
交
史
料
館
開
館
五
〇
周
年

特
別
展
示

「
外
交
史
料
館
五
十
年
」
に
つ
い
て

と
し
、
関
連
史
料
を
展
示
す
る
こ
と
で
、
現
在
の
外
交
史
料
館
の
活
動
の
基
礎
が

形
成
さ
れ
る
過
程
を
紹
介
し
た
。
続
い
て
第
四
部
で
は
、
国
の
重
要
文
化
財
に
指

定
さ
れ
た
幕
末
条
約
書
と
「
通
信
全
覧
」「
続
通
信
全
覧
」
を
展
示
し
、
外
交
史

料
館
の
所
蔵
史
料
が
我
が
国
の
歴
史
上
、
重
要
な
国
民
的
財
産
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
た
こ
と
を
示
し
た
。
そ
し
て
第
五
部
で
は
、
二
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
進
展
し

た
公
文
書
管
理
に
関
す
る
各
種
法
令
の
整
備
と
そ
れ
に
伴
う
外
交
史
料
館
の
活
動

の
変
化
や
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
進
展
に
伴
う
、
所
蔵
史
料
の
公
開
方
法
の
変
容
、

利
便
性
の
向
上
等
に
つ
い
て
紹
介
し
た
。

本
特
別
展
示
の
展
示
史
料
解
説
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
主
な
展
示
史

料
の
画
像
や
解
説
が
、
外
交
史
料
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
コ
ン
テ
ン
ツ
「
過
去
の

特
別
展
示
・
企
画
展
示
一
覧
」
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

○
外
交
史
料
館
Ｈ
Ｐ
「
過
去
の
特
別
展
示
・
企
画
展
示
一
覧
」

 https://w
w

w
.m

ofa.go.jp/m
ofaj/annai/honsho/shiryo/archive.htm
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「
外
交
史
料
館
五
十
年
」〈
展
示
史
料
解
説
〉

は
じ
め
に

昭
和
四
六
（
一
九
七
一
）
年
四
月
一
五
日
、我
が
国
の
外
交
記
録
の
保
存
管
理
、

公
開
、
調
査
研
究
等
を
目
的
と
し
て
、
外
務
省
外
交
史
料
館
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。

令
和
三
（
二
〇
二
一
）
年
は
、
外
交
史
料
館
が
開
設
さ
れ
て
か
ら
五
〇
周
年
の

節
目
の
年
に
あ
た
り
ま
す
。
本
展
示
で
は
、
外
交
史
料
館
開
館
以
前
か
ら
現
在
に

至
る
ま
で
の
外
務
省
の
公
文
書
管
理
や
公
開
に
関
す
る
歴
史
と
制
度
、
外
交
史
料

館
の
歩
み
と
活
動
に
つ
い
て
、
外
交
史
料
館
が
所
蔵
す
る
史
料
を
通
し
て
ご
紹
介

し
ま
す
。

本
展
示
が
、
よ
り
多
く
の
国
民
の
皆
様
が
日
本
外
交
や
公
文
書
管
理
に
関
心
を

寄
せ
て
く
だ
さ
る
き
っ
か
け
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。

Ⅰ　

開
館
前
史
―
外
務
省
の
記
録
保
存
と
公
開
の
原
点
―

　

§
外
務
省
に
お
け
る
文
書
管
理
の
始
ま
り

外
務
省
は
明
治
二
年
七
月
八
日
（
一
八
六
九
年
八
月
一
五
日
）
に
創
設
さ
れ
ま

し
た
。
外
務
省
は
、
幕
府
よ
り
引
き
継
い
だ
各
種
の
外
交
文
書
、
及
び
明
治
維
新

以
後
に
作
成
な
い
し
は
取
得
し
た
外
交
文
書
整
理
の
意
義
を
早
期
に
認
め
、
明
治

三
（
一
八
七
〇
）
年
四
月
、
編
輯
掛
（
へ
ん
し
ゅ
う
が
か
り
）
を
設
置
し
、
こ
れ

ら
の
文
書
に
つ
い
て
、
後
日
の
参
照
を
容
易
に
す
る
た
め
の
整
理
・
編
集
に
あ
た

ら
せ
ま
し
た
。
こ
れ
が
現
代
に
続
く
文
書
管
理
の
始
ま
り
で
す
。
そ
の
後
も
外
務

省
で
は
組
織
や
規
則
類
の
整
備
な
ど
を
進
め
な
が
ら
、
省
全
体
で
の
記
録
の
保
存

と
整
備
が
続
け
ら
れ
ま
し
た
。

外
務
省
が
文
書
管
理
に
力
を
注
い
だ
理
由
と
し
て
、
外
交
活
動
の
展
開
に
あ
た

り
、
過
去
の
外
交
交
渉
や
先
例
を
参
照
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
意
識
し
て
い
た
こ

と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
大
使
や
外
務
大
臣
な
ど
の
要
職
を
歴
任
し
た
石

井
菊
次
郎
（
い
し
い
・
き
く
じ
ろ
う
）
は
、
枢
密
顧
問
官
時
代
の
昭
和
八
（
一
九 

三
三
）
年
、
外
交
政
策
の
調
査
・
検
討
を
行
う
「
考
査
部
」
設
置
に
関
す
る
枢
密

院
審
査
の
席
上
で
「
書
類
整
備
の
完
否
は
結
局
、
外
交
の
勝
敗
を
決
す
る
」
と
文

書
管
理
の
重
要
性
に
言
及

し
、
考
査
部
に
過
去
の
史

実
の
整
理
や
研
究
の
機
能

を
与
え
る
よ
う
主
張
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
外
交
に

お
け
る
文
書
管
理
の
重
要

性
を
、
外
務
省
の
要
職
を

務
め
た
人
物
が
認
識
し
て

い
た
こ
と
を
示
す
端
的
な

例
と
言
え
ま
す
。
こ
の
「
考
査
部
」
は
石
井
の
主
張
を
取
り
入
れ
た
上
で
、
同
年

一
二
月
「
調
査
部
」
と
し
て
外
務
省
に
設
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

§
『
大
日
本
外
交
文
書
』
の
刊
行

石井菊次郎



－ 89 －

特別展示「外交史料館 50 年」について

大
き
な
惨
禍
を
も
た
ら
し
た
第
一
次
世
界
大
戦
の
終
結
後
、
国
際
社
会
で
は
戦

争
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
、「
秘
密
外
交
」
へ
の
批
判
が
広
が
り
ま
し
た
。
こ
う
し

た
批
判
を
受
け
て
、欧
米
各
国
は
外
交
活
動
の
積
極
的
な
公
開
を
進
め
る
と
共
に
、

第
一
次
世
界
大
戦
の
開
戦
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
相
次
い

で
当
時
の
外
交
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
外
交
史
料
集
の
刊
行
を
進
め
ま
し
た
。

こ
う
し
た
状
況
は
日
本
に
も
波
及
し
、
外
務
省
も
大
正
一
一
（
一
九
二
二
）
年

に
最
初
の
『
外
務
省
公
表
集
』
を
刊
行
し
、
同
時
代
の
外
交
政
策
の
公
表
を
開
始

し
ま
し
た
。
そ
し
て
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
に
史
料
整
備
を
所
掌
事
務
の
一
つ

と
す
る
調
査
部
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
で
、
諸
外
国
と
同
様
に
、
専
門
職
員
を
配
置

し
た
外
交
史
料
の
編
纂
事
業
も
開
始
さ
れ
ま
す
。
昭
和
一
一
（
一
九
三
六
）
年
六

月
に
は
、
慶
応
三
年
一
〇
月
（
一
八
六
七
年
一
一
月
）
か
ら
明
治
元
年
六
月
（
一 

八
六
八
年
八
月
）
ま
で
の
時
期
の

外
交
史
料
を
収
録
し
た
『
大
日
本

外
交
文
書
』
第
一
巻
第
一
冊
が
刊

行
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
実
現
に
は
、

外
務
省
内
だ
け
で
な
く
、
東
京
帝

国
大
学
教
授
の
神
川
彦
松
（
か
み

か
わ
・
ひ
こ
ま
つ
）
な
ど
、
学
界

か
ら
の
働
き
か
け
も
影
響
し
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

広
田
弘
毅
（
ひ
ろ
た
・
こ
う
き
）

外
務
大
臣
は
同
巻
の
序
文
で
、
的

確
な
歴
史
研
究
は
正
当
な
史
料
に
基
づ
く
こ
と
が
必
要
だ
が
、
外
交
の
分
野
で
は

そ
の
公
開
が
遅
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
開
国
以
来
の
日
本
発
展
の
経
緯
を
明

ら
か
に
す
る
点
で
、「
此
ノ
大
日
本
外
交
文
書
ハ
、
我
カ
国
史
並
ニ
世
界
史
ノ
研

究
ニ
対
シ
必
ス
ヤ
重
要
ナ
ル
資
料
タ
ル
ヘ
シ
」
と
そ
の
意
義
を
述
べ
て
い
ま
す
。

外
務
省
は
明
治
期
に
『
続
通
信
全
覧
』『
外
交
志
稿
』
な
ど
、
幕
末
以
前
の
時
期

を
対
象
と
す
る
外
交
史
料
集
の
編
纂
を
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
明
治
維
新
以
後
を

対
象
と
す
る
史
料
集
の
編
纂
は
初
め
て
で
あ
り
、
画
期
的
な
取
組
で
し
た
。
こ
の

た
め
、
学
界
や
言
論
界
か
ら
は
大
き
な
反
響
が
あ
り
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
も
高

い
評
価
を
受
け
ま
し
た
。

『
大
日
本
外
交
文
書
』
は
昭
和
一
一
（
一
九
三
六
）
年
以
後
、
順
調
に
刊
行
が

進
め
ら
れ
ま
し
た
が
、一
二
冊
が
刊
行
さ
れ
た
後
の
昭
和
一
五
（
一
九
四
〇
）
年
、

日
中
戦
争
の
長
期
化
に
伴
う
外
務
省
の
業
務
見
直
し
の
影
響
に
よ
り
、
刊
行
が
中

断
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
刊
行
の
中
断
、
戦
局
の
悪
化
な
ど
、
悪
条
件
が
重
な
っ
て
い
っ
た
戦

時
中
も
細
々
と
編
纂
業
務
は
継
続
さ
れ
ま
し

た
。
そ
し
て
、
昭
和
二
〇
（
一
九
四
五
）
年

の
太
平
洋
戦
争
の
終
結
後
、
刊
行
事
業
が
再

開
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
事
業
の
存

在
を
知
っ
た
連
合
国
最
高
司
令
部（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）

政
治
問
題
顧
問
の
ケ
ネ
ス
・
コ
ー
ル
グ
ロ
ー

ヴ
（K

enneth Colegrove

）
は
、「
こ
れ

は
最
も
ヴ
ァ
リ
ュ
ア
ブ
ル
な
仕
事
で
あ
る
」

『大日本外交文書』第一巻の刊行を
伝える『東京朝日新聞』記事

『日本外交文書』
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と
称
賛
し
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、昭
和
二
二
（
一
九
四
七
）
年
三
月
、「
大
」

の
字
を
除
い
た
戦
後
最
初
の
『
日
本
外
交
文
書
』
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

外
交
史
料
館
の
開
館
以
来
、『
日
本
外
交
文
書
』
の
編
纂
事
業
は
外
交
史
料
館

が
担
当
し
て
い
ま
す
。
令
和
三
（
二
〇
二
一
）
年
四
月
現
在
、
そ
の
刊
行
点
数
は

通
算
二
二
四
冊
と
な
り
、
現
在
は
戦
後
期
の
編
纂
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

展
示
史
料
一

昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
一
一
月
二
七
日

枢
密
院
審
査
記
録
（
外
務
省
考
査
部
設
置
問
題
）

考
査
部
の
設
置
検
討
に
あ
た
り
、
石
井
菊
次
郎
元
外
相
が
「
書
類
整
備
の
完
否

は
結
局
、
外
交
の
勝
敗
を
決
す
る
」
と
い
う
趣
旨
を
述
べ
た
経
緯
が
記
さ
れ
て
い

ま
す
。

展
示
史
料
二　

★
口
絵
掲
載

昭
和
一
一
（
一
九
三
六
）
年
六
月
二
二
日
発
行

『
大
日
本
外
交
文
書
』　

第
一
巻
第
一
冊

本
の
天
は
金
箔
を
押
し
た
金
付
け
、
背
は
革
装
の
装
丁
と
な
っ
て
い
ま
す
。
当

時
定
価
八
円
で
販
売
さ
れ
ま
し
た
。

Ⅱ　

外
交
史
料
館
の
開
館
と
公
開
史
料
の
充
実

　

§
外
交
史
料
館
の
開
館

太
平
洋
戦
争
の
終
結
後
、
近
代
の
日
本
外
交
の
史
実
を
知
り
た
い
と
い
う
一
般

の
関
心
は
一
層
高
ま
り
、
そ
の
研
究
も
急
速
に
発
展
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、
学
術
研
究
の
基
礎
史
料
と
し
て
、
外
務
省
の
保
有
す
る
記
録
類
へ
の
関
心
が

高
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。

や
が
て
外
交
問
題
に
通
じ
た
有
識
者
や
研
究
者
な
ど
か
ら
、
欧
米
諸
国
の
例
に

な
ら
い
、一
般
の
記
録
閲
覧
が
可
能
な
史
料
館
設
立
の
要
望
の
声
が
高
ま
り
ま
す
。

外
務
省
は
こ
う
し
た
要
望
を
踏
ま
え
、
ま
た
所
蔵
す
る
記
録
の
管
理
効
率
化
の
点

か
ら
も
、
幕
末
か
ら
太
平
洋
戦
争
終
結
ま
で
の
記
録
を
収
め
る
新
し
い
施
設
を
設

け
る
こ
と
と
し
、「
外
交
史
料
館
」
が
開
館
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

建
物
の
設
計
は
併
設
さ
れ
た
外
務
大
臣
の
ゲ

ス
ト
ハ
ウ
ス
で
あ
る
飯
倉
公
館
と
共
に
、
建
築

家
吉
田
五
十
八
（
よ
し
だ
・
い
そ
や
）
が
手
が

け
ま
し
た
。
吉
田
の
デ
ザ
イ
ン
の
特
徴
は
、
日

本
独
自
の
建
築
で
あ
る
数
寄
屋
造
を
近
代
化
し

た
点
に
あ
り
、
外
交
史
料
館
に
も
そ
の
特
徴
が

見
受
け
ら
れ
ま
す
。
閲
覧
室
、
展
示
室
、
講
堂

な
ど
を
備
え
た
外
交
史
料
館
は
昭
和
四
六
（
一 

九
七
一
）
年
四
月
一
五
日
に
開
館
し
ま
し
た
。

　

§
公
開
史
料
の
充
実

外
交
史
料
館
は
開
館
時
点
で
、
幕
末
か
ら
太
平
洋
戦
争
終
結
ま
で
の
往
復
電
報

や
各
種
文
書
を
整
理
し
た
文
書
フ
ァ
イ
ル
で
あ
る
戦
前
期
「
外
務
省
記
録
」（
約
四 開館当時の外交史料館
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万
冊
）、
江
戸
幕
府
及
び
外
務
省
が
幕
末
の
外
交
関
係
を
整
理
し
た
外
交
史
料
集

「
通
信
全
覧
（
正
・
続
）」（
約
二
一
〇
〇
巻
）、戦
前
期
の
条
約
書
（
約
六
〇
〇
件
）、

国
書
・
親
書
（
約
一
一
〇
〇
件
）
な
ど
を
所
蔵
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
も
外
交

史
料
館
の
所
蔵
・
公
開
す
る
記
録
は
拡
大
・
充
実
し
て
い
き
ま
し
た
。

そ
の
大
き
な
要
因
の
第
一
は
、
戦
後
外
交
記
録
の
公
開
で
し
た
。
太
平
洋
戦
争

の
終
結
か
ら
三
〇
年
を
経
た
昭
和
五
一
（
一
九
七
六
）
年
五
月
、
外
務
省
は
保
有

し
て
い
る
占
領
期
の
外
交
記
録
を
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
形
で
一
般
に
公
開
し
ま

し
た
。
こ
れ
は
外
務
省
が
他
の
行
政
機
関
に
先
駆
け
て
自
主
的
に
開
始
し
た
取
組

で
、
日
本
国
憲
法
の
制
定
過
程
、
各
種
占
領
改
革
を
記
録
し
た
史
料
の
公
開
は
、

戦
後
史
の
貴
重
な
記
録
と
し
て
、
大
き
な
反
響
を
呼
び
ま
し
た
。
現
行
の
「
外
交

記
録
公
開
に
関
す
る
規
則
」
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
、
こ
の
方
法
で
の
戦
後
外
交
記

録
の
公
開
が
三
〇
年
余
り
続
き
ま
し
た
。

第
二
の
要
因
は
各
種
個
人
文
書
の
公
開
で
し
た
。
外
務
省
は
創
設
百
年
を
記
念

し
、
そ
の
歴
史
を
ま
と
め
た
『
外
務
省
の
百
年
』（
上
・
下
巻
）
を
編
纂
・
刊
行

す
る
際
、
歴
代
外
相
の
個
人
文
書
な
ど
、
外
交
活

動
に
関
わ
る
各
種
史
料
の
収
集
を
行
い
ま
し
た
。

こ
う
し
た
史
料
は
開
館
時
、
外
交
史
料
館
に
移
管

さ
れ
、
整
理
を
経
て
一
般
に
公
開
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。
初
代
外
務
卿
沢
宣
嘉
（
さ
わ
・
の

ぶ
よ
し
）、
外
務
大
臣
榎
本
武
揚
（
え
の
も
と
・

た
け
あ
き
）
の
文
書
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
り
ま

す
。

そ
の
後
も
外
交
史
料
館
は
外
務
大
臣
や
外
交
官
に
関
す
る
文
書
の
寄
贈
・
寄
託

を
受
け
入
れ
て
お
り
、
外
交
史
料
館
の
貴
重
な
史
料
群
と
な
っ
て
い
ま
す
。

展
示
史
料
三

昭
和
四
一
（
一
九
六
六
）
年
五
月
一
日

外
交
史
料
館
設
立
を
求
め
る
有
識
者
要
望
書

日
本
外
交
史
の
研
究
で
知
ら
れ
る
細
谷
千
博
（
ほ
そ
や
・
ち
ひ
ろ
）
一
橋
大
学

教
授
を
代
表
と
す
る
研
究
者
有
志
が
外
務
省
に
提
出
し
た
要
望
書
で
す
。
外
務
省

の
記
録
に
つ
い
て
「
こ
れ
だ
け
集
中
的
に
近
代
日
本
の
重
要
文
書
が
保
存
さ
れ
て

い
る
の
は
、
質
量
共
に
他
に
そ
の
例
を
見
な
い
」
と
し
て
、
記
録
を
閲
覧
で
き
る

施
設
の
設
置
を
求
め
て
い
ま
す
。

展
示
史
料
四

昭
和
五
一
（
一
九
七
六
）
年
頃

開
館
初
期
の
外
交
史
料
館
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

開
館
初
期
に
作
成
さ
れ
た
一
般
向
け
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
す
。
開
館
当
初
の
外

交
史
料
館
は
本
館
一
階
に
閲
覧
室
、
展
示
室
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

展
示
史
料
五

昭
和
六
（
一
九
三
一
）
年
一
一
月
六
日
か
ら
一
一
月
二
〇
日

外
務
省
記
録
（
満
州
事
変
関
係
記
録
）

戦
前
期
「
外
務
省
記
録
」
は
、
外
務
本
省
と
在
外
公
館
と
の
往
復
電
報
・
公
信

「外務省記録」
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な
ど
、
外
交
活
動
に
関
す
る
文
書
類
を
、
外
務
省
独
自
の
分
類
方
式
で
事
項
ご
と

に
整
理
し
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
し
た
も
の
で
、史
料
点
数
は
約
四
万
冊
に
の
ぼ
り
ま
す
。

昭
和
四
六
（
一
九
七
一
）
年
四
月
の
外
交
史
料
館
開
館
当
初
よ
り
公
開
さ
れ
て
お

り
、
当
館
の
所
蔵
史
料
の
中
核
を
な
し
ま
す
。
展
示
史
料
は
、
昭
和
六
（
一
九
三 

一
）
年
九
月
の
満
州
事
変
勃
発
か
ら
間
も
な
い
時
期
に
、
国
際
連
盟
で
行
わ
れ
た

審
議
等
を
収
録
し
た
記
録
フ
ァ
イ
ル
で
、
当
時
の
外
交
当
局
の
対
応
ぶ
り
が
読
み

取
れ
ま
す
。

展
示
史
料
六

昭
和
二
一
（
一
九
四
六
）
年
二
月
一
五
日

ジ
ー
プ
ウ
ェ
イ
・
レ
タ
ー
（
憲
法
草
案
に
対
す
る
白
洲
次
郎
か
ら
Ｇ
Ｈ
Ｑ
民
政
局

長
宛
書
簡
）

日
本
国
憲
法
の
制
定
を
め
ぐ
る
協
議
の
中
で
、
終
戦
連
絡
中
央
事
務
局
参
与
で

あ
る
白
洲
次
郎（
し
ら
す
・
じ
ろ
う
）が
、
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー（Courtney W

hitney

）

民
政
局
長
に
送
っ
た
書
簡
の
控
で
す
。
一
直
線
に
進
む
航
空
路
（A

irw
ay

）
と

曲
が
り
く
ね
っ
た
狭
い
で
こ
ぼ
こ
道
（Jeep w

ay

）
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
道
筋
の
よ
う
に
米
国
側
と
日
本
側
が
選
ぶ
道
は
異
な
っ
て
い
て
も
、
両
者
の
目

指
す
目
的
は
同
一
で
あ
る
こ
と
を
、白
洲
は
図
に
よ
っ
て
伝
え
よ
う
と
し
ま
し
た
。

こ
の
記
録
は
昭
和
五
一
（
一
九
七
六
）
年
五
月
の
第
一
回
戦
後
外
交
記
録
公
開
で

公
開
さ
れ
ま
し
た
。

展
示
史
料
七

明
治
二
四
（
一
八
九
一
）
年
八
月
二
一
日

条
約
改
正
に
関
す
る
書
簡
（
伊
藤
博
文
枢
密
院
議
長
か
ら
榎
本
武
揚
外
務
大
臣
宛

書
簡
）

明
治
二
四
（
一
八
九
一
）
年
五
月
一
一
日
、
来
日
中
の
ロ
シ
ア
の
皇
太
子
（
後

の
皇
帝
ニ
コ
ラ
イ
二
世
）
が
斬
り
つ
け
ら
れ
る
事
件
が
起
こ
り
ま
し
た
（
大
津
事

件
）。
当
時
、
日
本
は
条
約
改
正
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
明
治
天
皇
は
、
事
態
を

深
く
憂
慮
し
て
ロ
シ
ア
皇
帝
宛
に
親
書
を
送
り
ま
し
た
。
本
書
簡
で
、
伊
藤
は
、

親
書
を
送
ら
れ
た
皇
帝
が
満
足
の
様
子
で
大
変
良
か
っ
た
、
条
約
改
正
は
国
家
に

と
っ
て
非
常
に
重
要
で
あ
り
、
榎
本
に
会
っ
て
意
見
を
伝
え
た
い
旨
を
記
し
て
い

ま
す
。
本
書
簡
は
『
外
務
省
の
百
年
』
編
纂
時
に
参
考
資
料
と
し
て
収
集
さ
れ
た

も
の
で
す
。
当
館
で
は
外
交
史
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
、
外
相
や
外
交
官
の
個
人

記
録
も
収
集
・
公
開
し
て
い
ま
す
。

Ⅲ　

別
館
展
示
室
の
開
館
と
吉
田
茂
元
総
理
関
係
資
料
の
寄
贈

　

§
別
館
展
示
室
の
開
館

昭
和
六
〇
（
一
九
八
五
）
年
、
吉
田
茂
（
よ
し

だ
・
し
げ
る
）
記
念
事
業
財
団
は
、
吉
田
茂
生
誕

一
一
〇
周
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
、「
吉
田

茂
記
念
館
」
を
外
交
史
料
館
に
隣
接
す
る
飯
倉
公

館
敷
地
内
に
建
設
し
、
完
成
後
、
吉
田
茂
元
総
理

関
係
資
料
と
共
に
外
務
省
に
寄
贈
し
た
い
と
の
申

別館展示室
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し
入
れ
を
行
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、昭
和
六
三
（
一
九
八
八
）
年
七
月
五
日
、

「
外
交
史
料
館
別
館
（
吉
田
茂
記
念
資
料
特
別
展
示
場
）」
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
従
来
、
外
交
史
料
館
本
館
内
に
あ
っ
た
史
料
展
示
室
は
、
大
幅
に
拡
充

さ
れ
、
別
館
展
示
室
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。

　

§
吉
田
茂
元
総
理
関
係
資
料
の
寄
贈

別
館
と
あ
わ
せ
て
寄
贈
さ
れ
た
吉
田
茂
元
総
理
関
係
資
料
に
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
講
和
会
議
の
関
係
史
料
（
戦
後
第
一
号
の
公
用
旅
券
、
平
和
条
約
受
諾
演

説
の
原
稿
）
な
ど
、
外
交
史
上
重
要
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
昭
和
天
皇
御
下
賜
の
鳩
杖
や
歴
代
総
理
か
ら
吉
田
及
び
岳
父
牧
野
伸
顕

（
ま
き
の
・
の
ぶ
あ
き
）
宛
の
書
簡
を
吉
田
自
ら
表
装
し
た
衝
立
な
ど
、
吉
田
愛

蔵
の
遺
品
や
自
筆
の
書
、
書
簡
、
写
真
、
蔵
書
、
視
聴
覚
資
料
、
胸
像
な
ど
が
あ

り
ま
す
。

展
示
史
料
八

昭
和
二
四
（
一
九
四
九
）
年
～
昭
和
二
七
（
一
九
五
二
）
年

漫
画
集
（
清
水
崑
画
）

吉
田
茂
は
、
風
刺
漫
画
の
格
好
な
題
材
と
し
て
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

中
で
も
、『
朝
日
新
聞
』
で
風
刺
漫
画
を
連
載
し
て
い
た
清
水
崑
（
し
み
ず
・
こ
ん
）

は
、吉
田
本
人
と
も
親
交
が
あ
り
、「
白
足
袋
宰
相
」と
称
さ
れ
た
吉
田
の
姿
を
ユ
ー

モ
ラ
ス
に
描
い
て
い
ま
す
。

吉
田
の
死
後
、
清
水
は
こ
の
原
画
を
一
〇
冊
に
装
本
し
、
吉
田
家
へ
寄
贈
し
ま

し
た
。
そ
の
後
、
原
画
は
吉
田
茂
記
念
事
業
財
団
へ
、
さ
ら
に
当
館
へ
と
寄
贈
さ

れ
ま
し
た
。
平
成
元
（
一
九
八
九
）
年
に
は
、
こ
の
原
画
を
元
に
『
清
水
崑
画
・

吉
田
茂
諷
刺
漫
画
集
』（
吉
田
茂
記
念
事
業
財
団
編
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

展
示
史
料
九　

★
口
絵
掲
載

昭
和
二
六
（
一
九
五
一
）
年

毎
日
新
聞
社
編
「
講
和
条
約
記
念
ア
ル
バ
ム
」

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
会
議
関
係
の
史
料
の
中
に
は
、
通
信
社
・
新
聞
社
か

ら
吉
田
に
贈
ら
れ
た
記
念
ア
ル
バ
ム
が
四
冊
あ
り
ま
す
。
本
史
料
は
、
そ
の
内
、

毎
日
新
聞
社
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
ア
ル
バ
ム
で
す
。

布
調
の
表
紙
を
め
く
る
と
、
吉
田
（
首
席
全
権
）
と
そ
の
一
行
が
羽
田
空
港
を

出
発
す
る
様
子
や
現
地
で
の
様
子
な
ど
が
時
系
列
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
写
真

を
通
じ
て
当
時
の
日
本
全
権
委
員
団
の
動
向
が
把
握
で
き
ま
す
。

展
示
写
真
は
、
昭
和
二
六
（
一
九
五
一
）
年
九
月
八
日
午
前
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
平
和
条
約
に
調
印
す
る
吉
田
総
理
を
記
録
し
た
写
真
で
す
。
日
本
が
国
際
社

会
に
復
帰
し
た
瞬
間
で
し
た
。
後
方
左
か
ら
署
名
を
見
守
る
の
は
、徳
川
宗
敬（
と

く
が
わ
・
む
ね
よ
し
）
参
議
院
議
員
、
星
島
二
郎
（
ほ
し
し
ま
・
に
ろ
う
）
衆
議

院
議
員
、
苫
米
地
義
三
（
と
ま
べ
ち
・
ぎ
ぞ
う
）
衆
議
院
議
員
、
池
田
勇
人
（
い

け
だ
・
は
や
と
）
大
蔵
大
臣
で
す
。

展
示
史
料
一
〇

昭
和
四
三
（
一
九
六
八
）
年
製
作
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吉
田
茂
記
念
メ
ダ
ル

吉
田
茂
記
念
メ
ダ
ル
は
、吉
田
の
没
後
一
年
に
あ
た
る
昭
和
四
三
（
一
九
六
八
）

年
に
製
作
さ
れ
ま
し
た
。
メ
ダ
ル
の
原
図
は
、
自
衛
隊
員
や
警
察
官
の
階
級
章
・

帽
章
や
、
多
く
の
記
念
メ
ダ
ル
の
デ
ザ
イ
ン
を
手
が
け
た
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
高
田

正
二
郎
（
た
か
だ
・
し
ょ
う
じ
ろ
う
）
に
よ
っ
て
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
ま
し
た
。
メ
ダ

ル
は
純
銀
製
で
、
和
服
姿
の
吉
田
の
肖
像
が
彫
刻
さ
れ
て
い
ま
す
。

Ⅳ　

所
蔵
史
料
の
重
要
文
化
財
指
定

　

§
幕
末
条
約
書
の
重
要
文
化
財
指
定

平
成
九
（
一
九
九
七
）
年
六
月
三
〇
日
に
は
、
外
交
史
料
館
が
所
蔵
す
る
幕
末

の
条
約
書
が
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
指
定
さ
れ
た
条
約
書
は
、

「
日
米
和
親
条
約
批
准
書
交
換
証
書
」、「
日
米
条
約
調
印
書
」、「
日
米
修
好
通
商

条
約
」、「
日
英
修
好
通
商
条
約
」、「
日
仏
修
好
通
商
条
約
」
の
五
件
で
す
。

文
化
庁
で
は
、
平
成
六
（
一
九
九
四
）
年
、「
近
代
の
文
化
遺
産
の
保
存
と
活

用
に
関
す
る
調
査
研
究
協
力
者
会
議
」
を
設
置
し
、
急
速
に
失
わ
れ
て
い
く
近
代

の
貴
重
な
資
料
を
守
る
た
め
に
、文
化
財
の
指
定
対
象
資
料
の
範
囲
を
従
来
の「
江

戸
時
代
ま
で
」
か
ら
「
近
代
ま
で
」
に
広
げ
る
方
針
と
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、

近
代
の
幕
開
け
を
示
す
、
上
記
五
件
の
条
約
書
が
、
近
代
の
歴
史
資
料
と
し
て
初

め
て
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
外
交
史
料
館
が
保
管
す
る
史

料
が
我
が
国
の
歴
史
上
、
貴
重
な
国
民
的
財
産
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
示

す
も
の
で
し
た
。

　

§
「
通
信
全
覧
」「
続
通
信
全
覧
」
の
重
要
文
化
財
指
定

平
成
二
八
（
二
〇
一
六
）
年
八
月
一
七
日
に
は
、「
通
信
全
覧
」「
続
通
信
全
覧
」

が
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

「
通
信
全
覧
」
は
開
国
後
の
安
政
六
年
か
ら
万
延
元
年
（
一
八
五
九
年
か
ら
一 

八
六
〇
年
）
の
外
交
文
書
を
徳
川
幕
府
が
編
集
し
た
も
の
で
、
三
二
〇
巻
を
数
え

ま
す
。「
続
通
信
全
覧
」
は
、「
通
信
全
覧
」
の
後
を
う
け
て
、
文
久
元
年
か
ら
慶

応
四
年
（
一
八
六
一
年
か
ら
一
八
六
八
年
）
ま

で
の
編
年
文
書
に
、
修
好
・
貿
易
な
ど
の
事
項

別
部
門
を
加
え
て
明
治
時
代
に
外
務
省
が
編

集
・
分
類
し
た
も
の
で
、
点
数
は
一
七
八
四
巻

に
の
ぼ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
幕
末
の
外
交
の
様

子
を
現
代
に
伝
え
る
貴
重
な
史
料
で
す
。

展
示
史
料
一
一
ー
一　

★
口
絵
掲
載

安
政
二
年
一
月
五
日
（
一
八
五
五
年
二
月
二
一
日
）

日
米
和
親
条
約
（
批
准
書
交
換
証
書
）〈
重
要
文
化
財
〉

嘉
永
七
年
三
月
三
日
（
一
八
五
四
年
三
月
三
一
日
）、
日
米
和
親
条
約
が
調
印

さ
れ
ま
し
た
。
ペ
リ
ー
の
下
で
艦
隊
指
揮
官
を
務
め
た
ア
ダ
ム
ス
参
謀
長
（H

.

A
.A

dam
s

）
は
、
調
印
後
、
帰
国
し
、
米
国
側
批
准
書
を
携
え
、
再
び
下
田
を

訪
れ
、
批
准
書
交
換
を
求
め
ま
し
た
。

本
史
料
は
批
准
書
交
換
に
あ
た
り
、
取
り
交
わ
さ
れ
た
証
書
（
批
准
書
交
換
を 「通信全覧」「続通信全覧」



－ 95 －

特別展示「外交史料館 50 年」について

証
明
す
る
文
書
）
で
す
。
米
国
側
は
ア
ダ
ム
ス
、日
本
側
は
町
奉
行
井
戸
覚
弘
（
い

ど
・
さ
と
ひ
ろ
）、
下
田
奉
行
伊
沢
政
義
（
い
ざ
わ
・
ま
さ
よ
し
）、
都
築
峯
重
（
つ

づ
き
・
み
ね
し
げ
）
が
署
名
し
ま
し
た
。

批
准
書
交
換
に
よ
り
、
日
米
和
親
条
約
は
正
式
に
発
効
し
、
日
本
は
米
国
と
国

交
を
結
ぶ
と
同
時
に
、
開
国
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
本
史
料
は
そ
の
歴
史
的

事
象
を
記
録
す
る
日
本
外
交
史
上
極
め
て
重
要
な
史
料
で
す
。

日
米
和
親
条
約
の
調
印
書
や
批
准
書
は
、
安
政
六
（
一
八
五
九
）
年
の
江
戸
城

火
災
で
焼
失
し
て
し
ま
い
、
同
条
約
締
結
に
際
し
て
作
成
さ
れ
た
文
書
で
、
日
本

側
に
現
存
す
る
の
は
、
本
史
料
だ
け
で
す
。
現
在
ま
で
残
さ
れ
た
我
が
国
の
歴
史

を
伝
え
る
貴
重
な
史
料
を
保
存
し
、
未
来
に
引
継
い
で
い
く
こ
と
は
、
外
交
史
料

館
の
重
要
な
責
務
の
一
つ
で
す
。

展
示
史
料
一
一
ー
二

安
政
五
年
七
月
一
八
日
（
一
八
五
八
年
八
月
二
六
日
）

日
英
修
好
通
商
条
約
（
調
印
書
、
貿
易
章
程
）〈
重
要
文
化
財
〉

日
本
と
英
国
と
の
間
で
初
め
て
結
ば
れ
た
通
商
条
約
で
す
。

安
政
五
年
六
月
一
九
日
（
一
八
五
八
年
七
月
二
九
日
）
に
日
米
修
好
通
商
条
約

が
結
ば
れ
る
と
、
そ
れ
を
知
っ
た
ほ
か
の
列
強
諸
国
は
、
次
々
と
同
様
の
条
約
の

締
結
を
日
本
に
迫
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
江
戸
に
お
い
て
、
外
国
奉
行
の
水
野
忠

徳
（
み
ず
の
・
た
だ
の
り
）、
永
井
尚
志
（
な
が
い
・
な
お
ゆ
き
）
等
と
イ
ギ
リ

ス
側
全
権
エ
ル
ギ
ン
（Jam

es Bruce, 8th Earl of Elgin and 12th Earl of 

K
incardine

）
の
間
で
本
条
約
が
調
印
さ
れ
ま
し
た
。

幕
末
期
の
条
約
書
は
、
東
京
帝
国
大
学
に
貸
出
中
、
関
東
大
震
災
で
罹
災
し
、

多
く
が
焼
失
し
ま
し
た
。
本
条
約
に
も
そ
の
痕
跡
が
残
っ
て
い
ま
す
。

展
示
史
料
一
二　

★
口
絵
掲
載

慶
応
三
（
一
八
六
七
）
年

パ
リ
万
博　

博
覧
会
場
全
図　
（「
続
通
信
全
覧
」〈
重
要
文
化
財
〉
よ
り
）

慶
応
三
（
一
八
六
七
）
年
に
パ
リ
で
開
催
さ
れ
た
万
国
博
覧
会
に
日
本
は
初
め

て
公
式
に
参
加
・
出
品
し
ま
し
た
。
本
史
料
は
、
フ
ラ
ン
ス
側
が
外
国
奉
行
の
川

勝
広
道
（
か
わ
か
つ
・
ひ
ろ
み
ち
）
に
贈
っ
た
博
覧
会
場
全
図
で
、「
続
通
信
全
覧
」

に
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

展
示
史
料
一
三

慶
応
三
年
六
月
一
六
日
（
一
八
六
七
年
七
月
一
七
日
）

薩
摩
藩
が
配
布
し
た
勲
章
の
図　
（「
続
通
信
全
覧
」〈
重
要
文
化
財
〉
よ
り
）

パ
リ
万
博
に
は
、
薩
摩
藩
も
参
加
し
ま
し
た
。
薩
摩
藩
は
、
パ
リ
に
お
い
て
、

幕
府
と
は
無
関
係
の
立
場
で
出
品
し
た
こ
と
を
宣
伝
し
、
独
自
の
勲
章
を
作
成
し

て
配
布
す
る
な
ど
、
同
藩
が
独
立
政
府
で
あ
る
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
し
ま
し
た
。

「
通
信
全
覧
」、「
続
通
信
全
覧
」
は
、
幕
末
に
お
け
る
幕
府
と
諸
外
国
と
の
や

り
と
り
や
、日
本
国
内
で
の
幕
府
と
諸
藩
の
関
係
性
等
を
現
在
に
伝
え
て
い
ま
す
。

Ⅴ　

法
令
の
整
備
と
デ
ジ
タ
ル
化
の
進
展
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§
公
文
書
管
理
法
の
施
行
と
「
外
交
記
録
公
開
に
関
す
る
規
則
」
の
制
定

外
交
史
料
館
の
開
館
後
、
日
本
政
府
は
公
文
書
に
関
す
る
各
種
の
法
令
整
備
を

進
め
て
い
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
外
交
史
料
館
も
そ
の
法
的
な
位
置
づ
け
や

活
動
が
明
確
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

特
に
大
き
な
転
機
と
な
っ
た
の
が
、平
成
二
一
（
二
〇
〇
九
）
年
六
月
に
成
立
、

平
成
二
三
（
二
〇
一
一
）
年
四
月
に
施
行
さ
れ
た
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法

律
（
公
文
書
管
理
法
）
の
制
定
で
し
た
。
こ
の
法
律
に
基
づ
き
、
外
交
史
料
館
は

外
務
省
の
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
管
理
を
行
う
施
設
と
し
て
外
務
大
臣
の
指
定
を

受
け
、
国
立
公
文
書
館
に
類
す
る
機
能
と
役
割
を
担
う
外
交
の
公
文
書
館
と
な
り

ま
し
た
。

ま
た
、
外
務
省
は
平
成
二
二
（
二
〇
一
〇
）
年
五
月
、「
外
交
記
録
公
開
に
関

す
る
規
則
」
を
制
定
し
、
作
成
・
取
得
か
ら
三
〇
年
が
経
過
し
た
行
政
文
書
は
公

開
す
る
と
い
う
原
則
を
明
記
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
戦
後
外
交
記
録
の
公
開

は
大
幅
に
進
展
し
、
沖
縄
返
還
や
日
中
国
交
正
常
化
な
ど
、
戦
後
の
重
要
な
外
交

交
渉
の
記
録
も
公
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

§
デ
ジ
タ
ル
化
の
進
展

二
一
世
紀
に
入
り
、
外
交
史
料
館
の
史
料
・
刊
行
物
は
様
々
な
形
で
デ
ジ
タ
ル

化
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
平
成
一
三
（
二
〇
〇
一
）
年
一
一
月
、
国
の
機
関
が

所
蔵
す
る
歴
史
資
料
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
開
す
る
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ

「
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
（
ア
ジ
歴
）」
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。
外
交
史
料
館

は
こ
れ
ま
で
に
、
戦
前
期
の
史
料
約
三
五
、〇
〇
〇
件
の
電
子
画
像
を
ア
ジ
歴
に

提
供
し
て
お
り
、
現
在
は
戦
後
の
史
料
の
画
像
提
供
を
進
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
平
成
二
一
（
二
〇
〇
九
）
年
一
月
に
は
『
日
本
外
交
文
書
』
の
既
刊
が

閲
覧
可
能
な「
日
本
外
交
文
書
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ（
現
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
）」
が
公
開
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
平
成
三
〇
（
二
〇
一
八
）
年
一
二
月
に
は

所
蔵
史
料
検
索
シ
ス
テ
ム
が
公
開
さ
れ
、
所
蔵
史
料
の
目
録
や
詳
細
情
報
が
オ
ン

ラ
イ
ン
で
全
て
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
上
で

は
、
明
治
・
大
正
期
の
国
書
・
親
書
の
画
像
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

展
示
史
料
一
四

昭
和
四
二
（
一
九
六
七
）
年
一
一
月
一
四
日

佐
藤
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
会
談
記
録

昭
和
四
二
（
一
九
六
七
）
年
、
米
国
を
訪
問
し
た
佐
藤
栄
作
（
さ
と
う
・
え
い

さ
く
）
総
理
は
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
（Lyndon B. Johnson

）
米
国
大
統
領
と
会
談

を
行
い
ま
し
た
。
佐
藤
総
理
は
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
よ
る
極
東
情
勢
の
緊
迫
化
と
い

う
米
国
側
の
認
識
に
理
解
を
示
し
つ
つ
も
、「
沖
縄
、
小
笠
原
に
つ
い
て
もtarget 

date

が
な
い
と
準
備
が
困
難
で
あ
る
。具
体
的
に
何
時
と
い
え
な
い
の
は
分
る
が
、

こ
の
二
、
三
年
の
う
ち
に
い
つ
返
せ
る
か
と
の
目
途
を
つ
け
ら
れ
な
い
か
」
と
返

還
の
必
要
を
粘
り
強
く
訴
え
ま
し
た
。

会
談
後
の
共
同
声
明
に
は
、
日
米
両
国
は
沖
縄
の
施
政
権
を
日
本
に
返
還
す
る

と
の
方
針
の
下
、
討
議
を
踏
ま
え
継
続
的
な
検
討
を
行
う
と
い
う
文
言
が
明
記
さ

れ
、
昭
和
四
四
（
一
九
六
九
）
年
の
返
還
合
意
に
繫
が
っ
て
い
き
ま
す
。

本
史
料
は
平
成
二
三
（
二
〇
一
一
）
年
二
月
に
公
開
さ
れ
ま
し
た
。
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展
示
史
料
一
五

昭
和
六
一
（
一
九
八
六
）
年
五
月

チ
ャ
ー
ル
ズ
英
国
皇
太
子
同
妃
両
殿
下
訪
日
ア
ル
バ
ム

日
本
の
皇
族
の
英
国
訪
問
が
続
い
た
こ
と
の
返
礼
と
し
て
訪
日
し
た
チ
ャ
ー
ル

ズ
皇
太
子
同
妃
両
殿
下
は
大
阪
、
京
都
、
東
京
な
ど
各
地
を
訪
問
し
、
日
本
各
地

で
熱
烈
な
歓
迎
を
受
け
ま
し
た
。

本
ア
ル
バ
ム
は
三
〇
年
を
経
過
し
た
平
成
二
九
（
二
〇
一
七
）
年
一
二
月
に
公

開
さ
れ
ま
し
た
。ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
全
ペ
ー
ジ
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

展
示
史
料
一
六

昭
和
二
七
（
一
九
五
二
）
年
三
月
一
九
日
調
印

フ
ィ
リ
ピ
ン
国
と
占
領
下
日
本
と
の
間
の
貿
易
の
た
め
の
金
融
取
極
に
よ
っ
て
設

定
さ
れ
た
オ
ー
プ
ン
勘
定
に
お
け
る
権
利
及
び
利
益
の
移
譲
及
び
引
受
に
関
す
る

連
合
国
最
高
司
令
官
と
日
本
政
府
及
び
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
政
府
間
協
定
（
調
印

書
）占

領
期
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
の
間
に
結
ば
れ
た
協
定
で
す
。
二
国
間
条
約
の
調
印

書
は
通
常
、
当
事
者
で
あ
る
二
か
国
の
全
権
の
署
名
・
押
印
が
な
さ
れ
ま
す
が
、

本
条
約
書
で
は
、日
本
、フ
ィ
リ
ピ
ン
の
全
権
に
加
え
、連
合
国
最
高
司
令
官
（
Ｓ

Ｃ
Ａ
Ｐ
）
経
済
科
学
局
長
マ
ー
カ
ッ
ト
少
将
（W

. F. M
arquat

）
の
署
名
、
押

印
（
シ
ー
ル
）
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
戦
前
期
に
締
結
さ
れ
た
条
約
書
は
、
開
館
以
降
外
交
史
料
館
で
保
存
・

公
開
さ
れ
ま
し
た
が
、
平
成
三
一
（
二
〇
一
九
）
年
か
ら
は
、
戦
後
に
締
結
さ
れ

た
条
約
書
も
順
次
、
外
交
史
料
館
に
移
管
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
本
条
約

書
も
同
年
二
月
に
移
管
さ
れ
た
も
の
で
す
。
ま
た
、
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー

に
も
条
約
書
の
画
像
を
提
供
し
て
お
り
、
同
セ
ン
タ
ー
で
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

【
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
】https://w

w
w

.jacar.go.jp/

展
示
史
料
一
七　

★
口
絵
掲
載

明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
六
月
二
二
日

清
国
皇
帝
宣
統
帝
（
溥
儀
）
よ
り
明
治
天
皇
宛
国
書

本
史
料
は
、
映
画
「
ラ
ス
ト
エ
ン
ペ
ラ
ー
」
で
お
な
じ
み
の
清
国
皇
帝
の
宣
統

帝
（
溥
儀
）
か
ら
明
治
天
皇
に
宛
て
て
送
ら
れ
た
国
書
で
、
駐
日
公
使
の
解
任
を

伝
え
た
も
の
で
す
。
全
長
二
二
一
㎝
に
及
ぶ
本
史
料
の
表
紙
に
刺
繍
さ
れ
て
い
る

龍
は
、
送
り
主
で
あ
る
清
朝
皇
帝
を
象
徴
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
清
朝
は
満
州
族

の
王
朝
で
あ
っ
た
た
め
、
文
字
は
漢
字
と
満
州
文
字
が
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

外
交
史
料
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
所
蔵
史
料
検
索
シ
ス
テ
ム
の
画
像
閲
覧
機

能
を
利
用
し
て
、
本
史
料
も
含
め
た
世
界
各
国
の
国
書
・
親
書
の
画
像
を
公
開
し

て
い
ま
す
。
多
種
多
様
な
文
字
、
印
章
、
文
様
等
を
画
面
を
通
し
て
、
よ
り
詳
細

に
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
史
料
検
索
シ
ス
テ
ム
】

https://w
w

w
.da.m

ofa.go.jp/
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む
す
び
に
か
え
て

以
上
、
外
務
省
創
設
期
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
外
務
省
の
公
文
書
管
理
へ
の

認
識
や
制
度
、
ま
た
外
交
史
料
館
の
歩
み
や
活
動
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。

外
務
省
で
は
、
外
交
活
動
の
展
開
に
あ
た
り
、
過
去
の
外
交
交
渉
や
先
例
を
参

照
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
ひ
い
て
は
外
交
の
勝
敗
を
決
す
る
と
い
う

認
識
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
明
治
初
年
か
ら
外
交
文
書
の
整
理
、
保
存
、

編
集
に
あ
た
る
職
員
が
省
内
に
配
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
、「
秘
密
外
交
」
へ
の
批
判
が
広
が
る
な
か
で
、

外
交
活
動
の
積
極
的
な
公
開
と
外
交
史
料
公
刊
を
始
め
た
欧
米
諸
国
の
動
き
を
受

け
、
外
務
省
で
も
、『
外
務
省
公
表
集
』
や
『
大
日
本
外
交
文
書
』
の
公
刊
事
業

が
始
ま
り
ま
し
た
。

太
平
洋
戦
争
終
結
後
に
は
、
近
代
の
日
本
外
交
の
史
実
を
知
り
た
い
と
い
う
一

般
の
関
心
が
さ
ら
に
高
ま
り
、
昭
和
四
六
（
一
九
七
一
）
年
、
外
交
記
録
を
保
存
・

公
開
、
研
究
す
る
施
設
と
し
て
外
交
史
料
館
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
昭

和
五
一
（
一
九
七
六
）
年
か
ら
は
、
戦
後
外
交
記
録
を
公
開
す
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
こ
れ
は
、
外
務
省
が
他
の
行
政
機
関
に
先
駆
け
て
自
主
的
に
開
始
し
た
取

組
で
、
占
領
期
等
の
記
録
公
開
は
大
き
な
反
響
を
呼
び
ま
し
た
。

そ
の
後
、
公
文
書
管
理
法
及
び
「
外
交
記
録
公
開
に
関
す
る
規
則
」
の
成
立
に

よ
り
、
外
交
史
料
館
は
外
務
省
の
公
文
書
館
と
し
て
法
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
作

成
・
取
得
か
ら
三
〇
年
が
経
過
し
た
行
政
文
書
は
公
開
す
る
と
い
う
原
則
も
明
確

化
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
近
年
は
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
進
歩
に
よ
り
、
外
交
史
料

館
に
来
館
し
な
く
て
も
、
文
書
の
検
索
や
画
像
の
閲
覧
が
可
能
に
な
り
、
史
料
利

用
の
利
便
性
は
飛
躍
的
に
向
上
し
ま
し
た
。

公
文
書
管
理
法
で
は
、
公
文
書
を
「
健
全
な
民
主
主
義
の
根
幹
を
支
え
る
国
民

共
有
の
知
的
資
源
」
と
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。
外
務
省
は
、
こ
れ
か
ら
も
日
本
外

交
の
歩
み
を
示
す
歴
史
的
に
重
要
な
文
書
を
未
来
に
引
き
継
ぐ
べ
く
、
保
存
管
理

に
努
め
る
と
と
も
に
、
外
交
に
対
す
る
国
民
の
皆
様
の
理
解
と
信
頼
を
得
る
た
め

に
、
外
交
文
書
の
迅
速
な
移
管
と
公
開
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

主
要
参
考
文
献

外
務
省
編
『
外
交
青
書
』

外
務
省
編
『
日
本
外
交
文
書
』

外
務
省
百
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
外
務
省
の
百
年
』
上
下
巻
（
原
書
房
、
一
九
六
九
年
）

外
務
省
外
交
史
料
館
、日
本
外
交
史
辞
典
編
纂
委
員
会
編『
新
版 

日
本
外
交
史
辞
典
』（
山

川
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）

外
務
省
外
交
史
料
館
編
『
外
交
史
料
館
報
』

茨
城
県
立
歴
史
館
編
集
『
平
成
二
七
年
度
特
別
展　

外
務
省
外
交
史
料
館
・
茨
城
県
立

歴
史
館
共
催　

日
本
外
交
の
あ
ゆ
み
』（
茨
城
県
立
歴
史
館
、
二
〇
一
五
年
）

岩
波
書
店
編
集
部
編
『
近
代
日
本
総
合
年
表　

第
三
版
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
）

砂
川
幸
雄
『
建
築
家
吉
田
五
十
八
』（
晶
文
社
、
一
九
九
二
年
）

『
伊
藤
公
全
集
』（
伊
藤
公
全
集
刊
行
会
、
一
九
二
七
年
）

吉
田
茂
記
念
事
業
財
団
編
『
清
水
崑
画
・
吉
田
茂
諷
刺
漫
画
集
』（
原
書
房
、一
九
八
九
年
）

中
島
琢
磨
『
沖
縄
返
還
と
日
米
安
保
体
制
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）

外
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（https://w

w
w

.m
ofa.go.jp/index.htm

l

）



－ 99 －

特別展示「外交史料館 50 年」について

展
示
史
料
一
覧

17 16 15 14 13 12 11-2 11-1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
番
号

清
国
・
中
華
民
国
23

戦
後
-
P

H
0
0
0
-
0
0
0
1
0
1

2
0
1
7
-
0
6
3
7

2
0
1
1
-
0
0
2
1
　
（
D

V
D
　
N
O

.H
2
2
-
0
2
1
）

類
輯
之
部
修
好
門
256

編
年
之
部
408
附
属
別
行

B
2

U
1

| | |

榎
|
巻
一
|
1

A
'.3

.0
.0

.2
‐
1

A
.1

.1
.0

.2
-
1
2
-
1
②

|

N
'.1

.3
.0

.2
②

|

M
.1

.2
.0

.2
-
1

分
類
番
号

国
書
・
親
書

戦
後
期
条
約
書

戦
後
外
交
記
録

戦
後
外
交
記
録

続
通
信
全
覧

続
通
信
全
覧

戦
前
期
条
約
書

戦
前
期
条
約
書

吉
田
茂
元
総
理
関
係
資
料

吉
田
茂
元
総
理
関
係
資
料

吉
田
茂
元
総
理
関
係
資
料

榎
本
武
揚
宛
諸
家
書
翰

戦
後
外
交
記
録

戦
前
期
外
務
省
記
録

|

戦
後
外
交
記
録

|

戦
前
期
外
務
省
記
録

史
料
群

外
交
史
料
館
設
立
を
求
め
る
有
識
者
要
望
書

大
日
本
外
交
文
書

第
一
巻
第
一
冊

枢
密
院
審
査
記
録

外
務
省
考
査
部
設
置
問
題 史

料
名

漫
画
集

清
水
崑
画

条
約
改
正
に
関
す
る
書
簡

伊
藤
博
文
枢
密
院
議
長
か
ら
榎
本
武
揚
外
務
大
臣
宛
書
簡

ジ

プ
ウ

イ
・
レ
タ

憲
法
草
案
に
対
す
る
白
洲
次
郎
か
ら
G
H
Q
民
政
局
長
宛
書
簡

外
務
省
記
録

満
州
事
変
関
係
記
録

開
館
初
期
の
外
交
史
料
館
パ
ン
フ
レ

ト

パ
リ
万
博

博
覧
会
場
全
図

※
重
要
文
化
財

日
英
修
好
通
商
条
約

調
印
書
・
貿
易
章
程

※
重
要
文
化
財

日
米
和
親
条
約

批
准
書
交
換
証
書

※
重
要
文
化
財

吉
田
茂
記
念
メ
ダ
ル

毎
日
新
聞
社
編

講
和
条
約
記
念
ア
ル
バ
ム

清
国
皇
帝
宣
統
帝

溥
儀

よ
り
明
治
天
皇
宛
国
書

フ

リ
ピ
ン
国
と
占
領
下
日
本
と
の
間
の
貿
易
の
た
め
の
金
融
取
極
に
よ

て
設
定
さ
れ
た

オ

プ
ン
勘
定
に
お
け
る
権
利
及
び
利
益
の
移
譲
及
び
引
受
に
関
す
る
連
合
国
最
高
司
令
官
と

日
本
政
府
及
び
フ

リ
ピ
ン
共
和
国
政
府
間
協
定

調
印
書

チ

ル
ズ
英
国
皇
太
子
同
妃
両
殿
下
訪
日
ア
ル
バ
ム

佐
藤
・
ジ

ン
ソ
ン
会
談
記
録

薩
摩
藩
が
配
布
し
た
勲
章
の
図

※
重
要
文
化
財
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展
示
史
料
六

ジ
ー
プ
ウ
ェ
イ
・
レ
タ
ー
（
憲
法
草
案
に
対
す
る
白
洲
次
郎
か
ら
Ｇ
Ｈ
Ｑ
民
政
局

長
宛
書
簡
）

展
示
史
料
七

条
約
改
正
に
関
す
る
書
簡
（
伊
藤
博
文
枢
密
院
議
長
か
ら
榎
本
武
揚
外
務
大
臣
宛

書
簡
）
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特別展示「外交史料館 50 年」について

展
示
史
料
一
〇

吉
田
茂
記
念
メ
ダ
ル

展
示
史
料
一
一
ー
二

日
英
修
好
通
商
条
約
（
調
印
書
、
貿
易
章
程
）〈
重
要
文
化
財
〉

（表）（裏）
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展
示
史
料
一
五

チ
ャ
ー
ル
ズ
英
国
皇
太
子
同
妃
両
殿
下
訪
日
ア
ル
バ
ム

昭
和
六
一
（
一
九
八
六
）
年
五
月
一
〇
日
、
赤
坂
の
迎
賓
館
に
お
い
て
行
わ
れ

た
日
本
政
府
に
よ
る
歓
迎
行
事
の
様
子
を
記
録
し
た
写
真
で
す
。中
曽
根
康
弘（
な

か
そ
ね
・
や
す
ひ
ろ
）
総
理
が
両
殿
下
を
お
迎
え
し
ま
し
た
。

展
示
史
料
一
六

フ
ィ
リ
ピ
ン
国
と
占
領
下
日
本
と
の
間
の
貿
易
の
た
め
の
金
融
取
極
に
よ
っ
て

設
定
さ
れ
た
オ
ー
プ
ン
勘
定
に
お
け
る
権
利
及
び
利
益
の
移
譲
及
び
引
受
に
関

す
る
連
合
国
最
高
司
令
官
と
日
本
政
府
及
び
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
政
府
間
協
定

（
調
印
書
）


